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企業の水災害リスク評価と対策の状況

研究報告

はじめに1
気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、

流域に関わるあらゆる関係者が水災害対策に取り組む流域治水
が進められており、民間企業も流域に関わる関係者として、経
済被害を最小化するために、対策の促進が期待されている。

2017 年 6 月に、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォー
ス）から提言 1）（以下、「TCFD 提言」という）が公表されてから、
日本国内でも、2021 年 6 月には、東京証券取引所のコーポレー
トガバナンス・コード（企業統治指針 2））が改訂され、特にプ
ライム市場上場企業は、TCFD またはそれと同等な枠組みに
基づく開示の質と量の充実を進めるべきとされた。

また、2023 年 1 月には金融庁により内閣府令等が改正 3）

され、有価証券報告書等において、気候変動対応を含むサステ
ナビリティ情報の開示が義務付けられた。

さらに、2023 年 6 月に国際サステナビリティ基準審議会
（ISSB）から、IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の
開示に関する全般的要求事項」及び IFRS S2 号「気候関連開示」
（ISSB 基準 4））が公表され、これを受けて、2025 年 3 月に
サステナビリティ基準委員会（SSBJ）から我が国において適
用されるサステナビリティ開示基準として、「第 1 号 一般開示
基準」、「第 2 号 気候関連開示基準」（SSBJ 基準 5））が公表さ
れ、今後時価総額の大きな企業から順次義務化される予定であ
る。以上のとおり、民間企業には気候変動によるリスク・機会
の評価・管理の情報開示が求められているところでもある。民
間企業のサステナビリティの取組、水害対策を活用し、流域治
水を推進していくことが重要である。

本稿は、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え
方及び取組」の記載欄で適応策等について開示している企業数
を調査し、企業の水害リスクに対する意識や取組状況を報告す
るものである。

サステナビリティ開示の現状2
2.1　調査概要
（1）調査対象

調査対象は、2023 年度に東京証券取引所プライム市場に上
場している企業 1,681 社である。
（2）調査期間

調査期間は、2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日（決
算日）である。
（3）使用データ

サステナビリティ開示の情報については、有価証券報告書を
使用した。売上高や従業員数等の企業情報については、日本
取引所グループ（JPX）や株式会社アイ・エヌ情報センターの
「eol」企業情報データベースサービス 6）のデータを使用した。
（4）調査項目

調査項目は、TCFD 提言等の国際的なイニシアチブや TCFD
提言における物理的リスク評価の手引き～気候変動を踏まえた
洪水による浸水リスク評価～ 7）（以下、「手引き」という）で
開示を推奨されている項目を元に、表 1 のとおり設定した。
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表 1　調査項目

調査項目 内容
①開示の有無 サステナビリティ開示の有無
②水害リスク 水害リスクを対象としているか
③洪水 「洪水」と明記しているもののみをカウント
④気候変動
　シナリオ IPCC等の気候変動シナリオを明記しているか

⑤気温上昇
　シナリオ 4.0℃等の気温上昇シナリオを明記しているか

⑥分析時間軸 2030年等分析時間軸を明記しているか
⑦解析ツール ハザードマップ（HM）等の解析ツールを明記しているか
⑧定量的評価 定量的評価を実施しているか

⑨ハード対策 浸水による被害の回避・軽減を図る対策（ハード対策）を検
討しているか

⑩ソフト対策 事業の継続・早期復旧を図る対策（ソフト対策）を検討して
いるか
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企業の水災害リスク評価と対策の状況
（5）調査方法

有価証券報告書を用いて、キーワード検索により客観的に判
定している。キーワードは、各項目に該当する開示において特
徴的に使用されているキーワードとし、目視による検証の結果
を踏まえて追加・削除して設定した。なお、「定量的評価」、「ハー
ド対策」、「ソフト対策」については、特に重要な項目であり、キー
ワード検索による抽出が難しい項目でもある。そのため、でき
るだけ抽出漏れが少なくなるようにキーワードを設定し、抽出
した企業について有価証券報告書を実際に目視して確認するこ
ととした。

2.2　調査結果
水害リスク評価の開示状況と定量評価の割合等の調査結果を

以下に示す。なお、民間企業のサステナビリティ開示の媒体は
有価証券報告書のみではなく、ホームページや統合報告書等に
よる開示も多いので、以下に示す数字よりも民間企業の取組は
進んでいることに留意されたい。
（1）水害リスク評価の開示状況と定量評価の割合

調査対象 1,681 社のうち、TCFD 提言等に基づく情報開示
を行っている企業の割合は、92％（1,541 社）である。

情報開示を行っている企業 1,541 社のうち、気候変動によ
り水害リスクが変化することの財務影響評価（以降「水害リス
ク評価」という）を開示している企業の割合は、75%（1,162
社）である。

水害リスク評価を開示している企業 1,162 社のうち、水害
リスク評価の結果を金額の形（幅値を含む）で定量的に記載し
ている企業の割合は、26%（300 社）である。

図 1　水害リスク評価の開示状況と定量評価の割合

（2）気候変動シナリオ
水害リスク評価を開示している企業 1,162 社のうち、いず

れかの気候変動シナリオを開示している企業の割合は、58％
（669 社）であり、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）
や IEA（国際エネルギー機関）等の国際機関が公表しているシ
ナリオを用いている企業が多い。

また、銀行等の金融機関においては、NGFS（気候変動リス
ク等に係る金融当局ネットワーク）が公表しているシナリオを
用いている。

図 2　気候変動シナリオ

（3）気温上昇シナリオ
水害リスク評価を開示している企業 1,162 社のうち、いず

れかの気温上昇シナリオを開示している企業の割合は、82％
（951 社）であり、1.5℃（2℃未満）や 4℃を用いている企
業が多い。

図 3　気温上昇シナリオ

（4）分析時間軸
水害リスク評価を開示している企業 1,162 社のうち、いず

れかの分析時間軸を開示している企業の割合は、92％（1,067
社）であり、2030 年や 2050 年を用いている企業が多い。

図 4　分析時間軸

（5）解析ツール
水害リスク評価を開示している企業 1,162 社のうち、いず

れかの解析ツールを開示している企業の割合は、11％（124
社）であり、ハザードマップが最多だが大半は未記載である。

また、記載数は少ないが、TCFD 提言等で紹介されている
WRI（世界資源研究所）の Aqueduct や WWF（世界自然保
護基金）の Water Risk Filter などのツールも用いている。
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図 5　解析ツール

（6）適応策
水害リスク評価を開示している企業 1,162 社のうち、止水板

等のハード対策を開示している企業の割合は、19％（215 社）
であり、止水板設置が最多だが大半は未記載である。

BCP 作成等のソフト対策を開示している企業の割合は、
60％（697 社）であり、BCP 作成が多い。

ソフト対策の取組の方がハード対策よりも進んでいる。

図 6　浸水による被害の回避・軽減を図るハード対策

図 7　浸水による被害の回避・軽減を図るソフト対策

企業の水災害対策状況の考察3
3.1　調査項目による評価

現在、企業の水災害対策状況を評価する統一された手法は確
立されていないが、表 1 の調査項目は、TCFD 提言等や手引
きで開示を推奨されている項目を元に設定しており、企業の水
災害対策状況を評価する上で有用と考えられる。そこで、調査
項目を評価基準として活用し、それぞれの調査項目について有
価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」
の記載欄に記載があるものは 1、記載がないものは 0 として、

企業の水災害対策状況を評価した。
対象企業 1,681 社の総合評価の結果は、図 8、図 9 のとお

りである。得点の平均値は約 4.5 点、中央値は約 5.0 点であっ
た。また、10 点満点の企業は全 8 社であった。

企業のリスクや情報開示に関心の高い銀行業や、生産設備や
物流設備、在庫を保有する陸運業や製造業の得点が高く、設備
や在庫の保有が少ない情報・通信業やサービス業で得点が低い。

図 8　評価結果のヒストグラム（N＝ 1,681）

図 9　業種別の平均点（N＝ 1,681）

3.2　 水害対策を開示している企業の特徴
調査対象 1,681 社のうち、eol（企業情報データベースサー

ビス）から売上高や従業員数等の企業情報を取得できた企業
926 社を対象に水害対策（ハード対策あるいはソフト対策）
に関する情報開示の内容と企業情報や業種の関係性を分析した。
（1）ハード対策をしている企業の特徴（業種）

生産設備や物流設備を持つ陸運業や製造業等で多く実施され
ている。陸運業では、電気設備のかさ上げや建屋開口部への止
水板の設置などの対策を実施している。また、電気・ガス業で
は、水力設備（ダム等）の安全性確認、変電所、通信局舎等の
浸水対策（既設機器のかさ上げ、建屋の水密化等）、移動用変
電所の配備数増等の対策を実施している。
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図 10　ハード対策をしている企業の特徴（業種）

（2）ソフト対策をしている企業の特徴（業種）
製造業に加えて、サプライチェーンを有する卸売業や小売業

も多数実施している。卸売業や小売業では、BCPや代替の生産・
販売ルートの検討、生産拠点・調達先の分散化、サプライヤー
の多様化などの対策を実施している。

陸運業では、車両避難計画などの整備を進めている。

図 11　ソフト対策をしている企業の特徴（業種）

（3）企業規模の比較
時価総額、売上高、有形固定資産、従業員数など、企業規模

の大きい企業ほど水害対策（ハード対策あるいはソフト対策）
を開示している。平均値、中央値いずれも同様の傾向が確認で
きた。

民間企業の水害対策には、人や資金等が必要であること、ま
た、有形固定資産など水害の被害が大きいと考えられる資産を
有する企業は取組が進んでいることが推察される。

表 2　水害対策を開示している企業の特徴（規模）

図 12　企業の規模（中央値）の比較

おわりに4
一般財団法人国土技術研究センター（以下、JICE）では国

土交通省からの委託を受けて、手引きの作成や本稿のような企
業の水災害対策状況の調査等を実施している。

今後も民間企業の水災害対策の現状や最新のニーズを確認す
るための調査を定期的に実施し、その結果に基づき、業種の特
性を踏まえた企業の取組を評価する仕組み等を検討していく必
要がある。また、水災害のリスク評価や対策等を実施している
企業が、国内外の投資機関等から適切に評価され、企業価値が
向上する仕組みを構築していく必要がある。

SSBJ 基準が時価総額の大きな企業から順次義務化される予
定であり、今後も企業には、自社のリスクを適切に評価し、対
策を講じていくことが期待されている。

TCFD 提言が公表されてから、民間企業の水災害のリスク
評価や対策等は確実に進展しているが、水災害の影響が大きい
と考えられる製造業等の業種で検討できていない企業も依然多
く、引き続き支援が必要である。

JICE では、対策に関しては、優良な企業対策の事例収集と
企業ヒアリングを実施し、そこから得られる実践的な知見をと
りまとめて、情報発信することで、企業の対策促進を図っていく。

リスク評価に関しては、JICE がホームページ上で公開して
いる、手引きの内容に準拠した Excel ベースの「洪水による
浸水リスク試算ツール～ TCFD 等の物理的リスク評価～」8）や
Web ベースの「水災害リスク評価支援システム」9）を、適宜
自社のサステナビリティ開示等にご活用いただけると幸甚であ
る。
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